
　

「徳島県豊かな森林を守る条例」の概要
総総総総 則（第１条～第８条）則（第１条～第８条）則（第１条～第８条）則（第１条～第８条）

○目的○目的○目的○目的 森林を適正に管理し、森林の持つ機能を維持増進する

ことにより、本県の豊かな森林を将来にわたって守り引き継ぐ

○定義○定義○定義○定義 森林所有者等 県内に存する森林の土地について、所有権、

地上権、地役権、賃借権又は使用貸借による権利を有する者をいう

○基本理念○基本理念○基本理念○基本理念 県民等それぞれが役割を果たし、相互の連携及び

協力の下に、森林の管理を継続して行う

○県の責務○県の責務○県の責務○県の責務 ○市町村との連携等○市町村との連携等○市町村との連携等○市町村との連携等

○県民の責務○県民の責務○県民の責務○県民の責務 ○森林所有者等の責務○森林所有者等の責務○森林所有者等の責務○森林所有者等の責務 ○事業者の責務○事業者の責務○事業者の責務○事業者の責務
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森林の有する水資源及び県土の保全機能の維持増進森林の有する水資源及び県土の保全機能の維持増進森林の有する水資源及び県土の保全機能の維持増進森林の有する水資源及び県土の保全機能の維持増進

に関する基本となる施策（第９条～第１３条）に関する基本となる施策（第９条～第１３条）に関する基本となる施策（第９条～第１３条）に関する基本となる施策（第９条～第１３条）

○施策の基本方針○施策の基本方針○施策の基本方針○施策の基本方針
森林の適正な管理及び利用の確保

林業木材産業との調和並びに持続的及び健全な発展の推進

森林所有者等が適切に森林管理、林業生産を行うための措置

○協働管理○協働管理○協働管理○協働管理 多様な主体が協働して森林管理を行うための措置

○公的管理○公的管理○公的管理○公的管理 市町村や法人等による受託管理や公有林化の推進

○体制整備○体制整備○体制整備○体制整備 協働管理、公的管理を推進する体制の整備

○普及啓発○普及啓発○普及啓発○普及啓発 県民の理解を深めるための普及啓発活動の推進
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森林管理重点地域（第１４条～第１７条）森林管理重点地域（第１４条～第１７条）森林管理重点地域（第１４条～第１７条）森林管理重点地域（第１４条～第１７条）

○指定○指定○指定○指定 規則規則規則規則：：：：第第第第１１１１種地域種地域種地域種地域においてはにおいてはにおいてはにおいては同意同意同意同意にににに努努努努めるめるめるめる

第１種地域 特定の行為を制限して管理する地域

第２種地域 計画的な林業生産活動により管理すべき地域

第３種地域 森林を整備し、及び保全する必要がある地域
※※※※条例施行後条例施行後条例施行後条例施行後、、、、指定指定指定指定のののの方法方法方法方法やややや市町村市町村市町村市町村からのからのからのからの意見聴取意見聴取意見聴取意見聴取、、、、所有者所有者所有者所有者へのへのへのへの周知周知周知周知

徹底徹底徹底徹底についてについてについてについて運用運用運用運用をををを定定定定めるめるめるめる

○指定の要請○指定の要請○指定の要請○指定の要請 市町村からの要請による指定

○指定の失効○指定の失効○指定の失効○指定の失効 保安林指定による第１種地域の失効

○指定の解除○指定の解除○指定の解除○指定の解除 指定理由がなくなったとき等の解除
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森林の取引等に関する届出等（第１８条～第３１条）森林の取引等に関する届出等（第１８条～第３１条）森林の取引等に関する届出等（第１８条～第３１条）森林の取引等に関する届出等（第１８条～第３１条）

○土地売買等の契約の届出○土地売買等の契約の届出○土地売買等の契約の届出○土地売買等の契約の届出

森林管理重点地域において、土地の所有権等の移転を伴う

契約を締結するときは９０日前までに届出

（3種地域は1ｈａ以上、2種地域で林業に資する場合は30日前）

○○○○土地売買等の土地売買等の土地売買等の土地売買等の契約契約契約契約を希望しているを希望しているを希望しているを希望している場合場合場合場合におけるにおけるにおけるにおける届出届出届出届出

○支配関係の届出○支配関係の届出○支配関係の届出○支配関係の届出 法人における支配者が変わったときの届出

○市町村への通知等○市町村への通知等○市町村への通知等○市町村への通知等

○助言○助言○助言○助言 届出者に対し、土地の利用に関して必要な助言

○立木の伐採の制限○立木の伐採の制限○立木の伐採の制限○立木の伐採の制限 単年度単年度単年度単年度20ha20ha20ha20haまでまでまでまで

第１種地域においては単年度における皆伐面積の上限を定める

○小規模林地開発行為等の届出○小規模林地開発行為等の届出○小規模林地開発行為等の届出○小規模林地開発行為等の届出 規則規則規則規則：：：：0.1ha0.1ha0.1ha0.1ha以上以上以上以上１１１１ha以下以下以下以下

第１種地域で小規模林地開発を行うときは３０日前までに届出

○小規模林地開発等区域内における行為の制限○小規模林地開発等区域内における行為の制限○小規模林地開発等区域内における行為の制限○小規模林地開発等区域内における行為の制限

災害を引き起こすおそれがある小規模林地開発について制限

○地位の承継○地位の承継○地位の承継○地位の承継 小規模林地開発を承継したときの届出

○指導○指導○指導○指導 森林の保全機能の維持増進のために必要な指導

○報告の徴収及び立入調査等○報告の徴収及び立入調査等○報告の徴収及び立入調査等○報告の徴収及び立入調査等

○勧告○勧告○勧告○勧告 ○命令○命令○命令○命令 ○公表○公表○公表○公表
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雑雑雑雑 則（第３２条～第３３条）則（第３２条～第３３条）則（第３２条～第３３条）則（第３２条～第３３条）

○市町村の条例との関係○市町村の条例との関係○市町村の条例との関係○市町村の条例との関係

市町村が制定した条例が本条例の目的を達成できる場合は、

本条例は適用しない

○規則への委任○規則への委任○規則への委任○規則への委任
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罰罰罰罰 則（第３４条～第３則（第３４条～第３則（第３４条～第３則（第３４条～第３8888条）条）条）条）

○中止復旧命令に違反した者○中止復旧命令に違反した者○中止復旧命令に違反した者○中止復旧命令に違反した者 ５０万円以下の罰金５０万円以下の罰金５０万円以下の罰金５０万円以下の罰金

○勧告に係る命令に違反した者○勧告に係る命令に違反した者○勧告に係る命令に違反した者○勧告に係る命令に違反した者 ３０万円以下の罰金３０万円以下の罰金３０万円以下の罰金３０万円以下の罰金

○小規模林地開発の届出に係る違反○小規模林地開発の届出に係る違反○小規模林地開発の届出に係る違反○小規模林地開発の届出に係る違反 ２０万円以下の罰金２０万円以下の罰金２０万円以下の罰金２０万円以下の罰金

○土地売買等の契約の届出に係る違反○土地売買等の契約の届出に係る違反○土地売買等の契約の届出に係る違反○土地売買等の契約の届出に係る違反 ５万円以下の過料５万円以下の過料５万円以下の過料５万円以下の過料
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平成２６年４月１日施行 （第３章、第４章、第６章については、平成２６年１０月１日施行）

全ての地域

第１種地域


